
様式第２号（第５条関係）

　本業務は、JR東北本線上に架かる神明跨線橋の補修工事の施工委託
である。当該橋梁は鉄道敷内に位置し、工事実施にあたっては、運行列
車に対する安全確保が最優先されること、また、列車の安全運行を支える
鉄道諸設備の移設・防護等が必要となることから、他の業者に本業務を依
頼した場合、列車運行に著しい支障が生ずる恐れがあるため、上記鉄道
事業者を選定して随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

東日本旅客鉄道株式会社
大宮支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２０２,０６７,２１２円

建設局北部建設事務所道路安全対策課業 務 主 管 課 所 名

東北本線土呂・東大宮間 神明跨線橋補修工事件 名

さいたま市北区土呂町1丁目地内外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、JR川越線上に架かる赤羽根跨線橋の補修工事の施工委託
である。当該橋梁は鉄道敷内に位置し、工事実施にあたっては、運行列
車に対する安全確保が最優先されること、また、列車の安全運行を支える
鉄道諸設備の移設・防護等が必要となることから、他の業者に本業務を依
頼した場合、列車運行に著しい支障が生ずる恐れがあるため、上記鉄道
事業者を選定して随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０７,４２２,８１６円

さいたま市西区指扇地内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

東日本旅客鉄道株式会社
大宮支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

建設局北部建設事務所道路安全対策課業 務 主 管 課 所 名

川越線西大宮・指扇間 赤羽根跨線橋補修工事件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、JR東北本線等複数路線上に位置する大栄橋の耐震補強工
事（P5橋脚）の施工委託である。当該橋梁は大宮駅構内に位置し、工事
実施にあたっては、線路及び鉄道設備の移設・防護等が必要となることか
ら、他の業者に本業務を依頼した場合、駅構内の運行に著しい支障が生
ずる恐れがあるため、上記鉄道事業者を選定して随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

東日本旅客鉄道株式会社
大宮支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４１,９８１,０００円

建設局北部建設事務所道路安全対策課業 務 主 管 課 所 名

東北本線大宮駅構内大栄橋耐震補強工事件 名

さいたま市大宮区錦町地内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容


